
税務出納課からのお知らせ

町民税・県民税の申告相談
期間は２月 10日～３月 15日です

2/10
12 １・２
15
16 １・２ ３・４・５
17 １・２ ４・５・６
18 １・２ ３・４
19 ３ １・２ ３・４
22 １・２ ３・８・10
24 ６・７ ４・５・15
25 12・13 11・14・16
26 ９・17・18 19・20
3/2 ３・４・14 10・12
3 １・２ 11 ２ ２
4 ７・８・９ ５ １ １
5 13 ６ 15
8 １・２ ３・４・５・６
9 ８・９・10 ７ １・２
10 １・２、 ２
11 １ ３
12 １・２ １ ３
15 １・２ ２ ４

　　　

【開館時間】午前８時30分
【受付時間】午前の部：午前８ 時45分～ 11時  （相談は午前９時開始）
　　　　　  午後の部：午前11時45分～ 午後３時（相談は午後１時開始）

●申告相談は受付簿に記入された順に行います。

●混雑を避けるため、相談される方のお住まいの地区・地域を指定させて

いただいております。ご協力お願いします。

　▼指定された日の時間帯においでください。

　▼指定日に都合のつかない方は、同じ地区の会場のいずれかの日においでください。

　▼同じ地区の会場のいずれの日にも都合がつかない方は、事前に税務出納課町民税係へご連絡（新たな日を

　　予約）ください。

　　※連絡なしに指定会場以外に来られた方は、資料がないため受付できませんのでご注意ください。

●資料等の都合上、役場庁舎内での相談はお受けできません。ご理解とご協力をお願いいたします。

●申告会場は例年大変混み合います。今年は新型コロナウイルス感染症の対策も必要となるため、国税庁ホー
　ムページの「確定申告書作成コーナー」をぜひご利用ください。

令和３年度
（令和２年分）

広報しらたか   2021. 117



18 12 31

●給与収入があり次に該当する方

●農業・営業・不動産など事業所得のある方
●配当や保険満期、資産の譲渡などの所得がある方
●年金受給者で社会保険・生命保険料控除を受けよ
　うとする方
●収入がなく次に該当する方

農業所得がある方へ（販売がある農家）

●持ち物　

❶

❷

［お願い］
❶

❷

営業・不動産など事業所得のある方へ
●持ち物　

報酬・配当所得のある方へ
●持ち物　

給与・年金所得がある方へ
●持ち物　

障害者控除を受けられる方へ
●持ち物　

医療費控除を受けられる方へ
●持ち物　

住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方へ
●持ち物

☎84-1810

　

こちらもチェック！
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